
 

中 期 経 営 計 画 教 室 の ご 案 内  
■今月の開催日時：令和元年 8 月 22 日（木）10：00～17：00  ※毎月第三木曜日開催  

■会 場 ： ベイヒルズ税理士法人 セミナー室 （横浜市神奈川区栄町 1-1 ＫＤＸ横浜ビル 6 階） 
■参加費 ： 弊社顧問先様 1 日 30,000 円、一般の方 1 日 50,000 円 

※ 詳細のお問い合わせ、お申し込みは 045-450-6701（担当ＭＡＳ課）までご連絡ください。 

出典：TKC 事務所通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

消費税の納税額は、「課税売上に係る消費税額」から「課税
仕入れ等に係る消費税額」（仕入控除税額）を差し引いて計算
します。 

そのため、課税・非課税・不課税のいずれの取引に該当する
かを判断し、分類し、記録する必要があります。分類された取引
の金額をもとに、課税売上、課税仕入れ等、消費税額を計算し
ます。これが、本則課税といわれる消費税の原則的な計算方
法です。 

仕入について、取引を分類する必要のない簡便な方式として、
簡易課税による方法が認められます。 

 

（１）９５％ルール 
年間の課税売上高が 5 億円以下、かつ、課税売上割合が

95％以上の場合は、売上時に顧客から預かった消費税額から、
仕入や経費等の発生時に事業者が負担した消費税額を全額
控除することができます。 

この 95％ルールが適用できない場合は、個別対応方式か、
一括比例配分方式のどちらかで仕入控除税額を計算すること
になります。 

（２）個別対応方式 
事業者が負担した消費税額を、課税売上高のみに対応する

もの、非課税売上高のみに対応するもの、課税・非課税の両方
に共通するもの等、その内容によって区分し、課税売上高から
控除できるものと、控除できないもの等に分けて、仕入控除税
額を計算します。 

（３）一括比例配分方式 
事業者が負担した消費税額の全額に課税売上割合を乗じて

仕入控除税額を計算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税仕入れ等を区分する必要がないため、経理の負担が
小さくて済みますが、この方式を選択した場合、2 年間は継続
適用しなければなりません。 
（４）適切な日々の会計処理が不可欠 

消費税率の引き上げに伴い、計算方法の違いによる納税
額の差異が大きくなる可能性があり、見直しも必要になりま
す。 

しかし、個別対応方式、一括比例配分方式の納税額を正し
く判定するには、前述（２）のように課税仕入れ等について、内
容別に区分する必要があります。 

日々の会計処理において、請求書等に基づき正しい区分を
記録し、月次決算を行い、早い段階で消費税の納税額の判
定が行える体制を整えることも必要です。 

また、95％ルールを適用する場合であっても、課税売上高
が 5 億円以下かどうかは、当該課税期間の課税売上高で判
定されます。そのため、売上が増加して 5 億円を超えることも
考えられ、適切な課税区分による会計処理が必要です。 

  

  

簡易課税制度は、課税売上高が5,000万円以下の経理負
担に配慮した特例で、課税売上高に「みなし仕入率」を乗じて、
納税額を簡易に計算することができます。 

みなし仕入率は、業種によって異なるため、複数の業種を
取り扱う事業者は、業種ごとに課税売上を区分する必要があ
ります。 

外食事業の場合、軽減税率の導入によって、8％で仕入れ、
10％で売る取引が増えることから、本則課税と簡易課税を選
択した場合の納税額を比較検討してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町 1-1 

ＫＤＸ横浜ビル 6階 

TEL：045-450-6701  

FAX：045-450-6706 

HP：http://www.bayhills.co.jp 
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事業発展を目指す経営者のための 

消費税の計算方法による納税額の差異に注意 

本則課税 

簡易課税制度 

現行 2019年10月から適用

5,000万円 5,000万円

卸売業 90％（第1種事業） 90％（第1種事業）

小売業 80％（第2種事業） 80％（第2種事業）

農林水産業（食用） 80％（第2種事業）

農林水産業（非食用）

鉱業、建設業、製造業

料理飲食業 60％（第4種事業） 60％（第4種事業）

金融業及び保険業、運輸・通信業、
サービス業

50％（第5種事業） 50％（第5種事業）

不動産業 40％（第6種事業） 40％（第6種事業）

70％（第3種事業）
70％（第3種事業）

み
な
し
仕
入
率

適用上限（課税売上高）


